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海外情報

豪州の牛肉生産・輸出動向
～干ばつによる牛肉生産への影響と今後の見通し～

調査情報部　大塚　健太郎、佐々木　勝憲

１　はじめに

　豪州では、20年に一度の深刻な干ばつが発生しており、雌牛を中心に成牛と畜頭数が増加
している。一方、フィードロットへの需要増に伴いフィードロット飼養頭数は過去最高を記
録し、穀物肥育牛の重要性が増している。TPP11協定が発効したものの、今後、牛肉生産量
は減少するとみられ、TPP11協定に基づく関税率も日本と豪州の経済連携協定に基づく関税
率と大きくは変わらないことから、豪州からの牛肉輸入量が短期間で大幅に増加することは
見込まれにくい。

【要約】

豪州は、世界で3番目の牛肉輸出国であり、

日本にとっては最大の牛肉輸入相手先国であ

る。日本と豪州を含む11カ国が参加する「環

太平洋パートナーシップに関する包括的及び

先進的な協定」（以下「TPP11協定」という）

が、2018年12月30日に発効した。TPP11

協定の発効に伴い、TPP11協定に参加する

国々向けの牛肉輸出に係る関税が削減または

撤廃され、豪州の基幹産業である牛肉業界に

おいて、その影響が注目されている。しかし、

牛肉生産に目を向けると、豪州では、現在、

主産地である東部の広範囲で干ばつが発生し

ていることから、繁殖雌牛を中心に淘
とう

汰
た

が進

んでおり、肉用牛飼養頭数の減少が懸念され

ている。その一方で、フィードロット飼養頭

数が過去最高を記録するなど、豪州の牛肉生

産は大きな動きを見せており、今後の動向が

注目される。

本稿では、干ばつによる牛肉生産への影響、

フィードロット飼養頭数が過去最高を記録し

た背景およびTPP11協定発効に伴う豪州か

ら参加国向けの牛肉輸出に係る関税面の変化

などについて、2018年11月の現地調査を

踏まえて報告する。

本稿中、豪州の年度は7月～翌6月であり、

為替レートは、1豪ドル＝ 81円（2019年1

月末日TTSレート：80.96円）を利用した。
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２　干ばつによる牛肉生産への影響

（1）干ばつの状況

豪州では、2018年1月以降、東部を中心

に乾燥した天候が続き、肉用牛生産の主産地

であるニューサウスウェールズ（NSW）州、

クイーンズランド（QLD）州およびビクト

リア（VIC）州の広範囲で干ばつが発生して

いる（図1、2）。広大な土地を持つ豪州では、

部分的にみると恒常的に干ばつが発生してい

るが、現在のように干ばつが広範囲に及ぶこ

とはまれで、20年に一度の深刻な干ばつだ

と言われている。

特に、NSW州は深刻であり、NSW州のほ

ぼ全域が干ばつになっている（図3）。10、

11月にまとまった降雨があったことで、多

少改善しているものの、いまだ大部分が干ば

つとなっている（2019年1月末時点）。

図２　州別肉用牛飼養頭数

資料：豪州農業資源経済科学局（ABARES）資料を基に機構作成
　注：州別の頭数は、2017年6月末現在。

図１　豪州における降雨不足の状況
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（2）干ばつの影響

干ばつは、豪州の牛肉生産に大きな影響を

及ぼしている。

2018年1 ～ 11月 の 成 牛 と 畜 頭 数 は、

732万頭（前年同期比10.0%増）とかなり

増加しており、特に雌牛は、371万頭（同

22.5%増）と大幅に増加している（図4）。

干ばつによる牧草の生育環境の悪化により、

多くの生産者が牛群を縮小させるために繁殖

用の雌牛を中心に淘汰を進めている。

豪州食肉家畜生産者事業団（以下「MLA」

図３　NSW州の干ばつの状況

激しく干ばつ

干ばつ

干ばつ（進展中）

干ばつ（緩和中）

回復傾向

干ばつの影響なし

資料：NSW州政府
注１：2017年9月～2018年8月における干ばつの状況。
　２：降雨量、土壌含水量、植物の生育度合の三つの指標のうち、いずれも5パーセンタイルを下回った場合は「激

しく干ばつ」、一つでも5パーセンタイルを下回った場合は「干ばつ」、一つでも30パーセンタイルを下回った
および直近90日間の降雨量が平年を下回っている場合は「干ばつ（進展中）」、一つでも30パーセンタイルを
下回ったおよび直近90日間の降雨量が平年を上回っている場合は「干ばつ（緩和中）」、三つの指標すべてが
30パーセンタイル以上50パーセンタイル未満の場合は「回復傾向」、一つでも50パーセンタイルを上回って
いる場合は「干ばつの影響なし」と区分。

図４　成牛と畜頭数の推移
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という）によると、と畜に占める雌牛の割合

が47%を上回ると牛飼養頭数が減少段階に

入ったと判断できるとしており、2018年の

同割合は、3月以降47%を上回って推移して

いる。このため、2018年6月の肉用牛飼養

頭数は、2320万頭（同1.7%減）と減少し

ており、今後はさらなる減少が見込まれる（図

5）。

また、干ばつの影響は飼料の生産にも及ん

でいる。豪州の主な飼料用穀物である小麦お

よ び 大 麦 な ど の 冬 作 物 の 生 産 量 は、

2017/18年 度 は3796万 ト ン（ 前 年 度 比

33.0%減）と大幅に減少し、NSW州だけで

みると723万トン（同53.4%減）と半分程

度まで減少した。さらに、2018/19年度は、

全体で2927万トン（同22.9%減）、NSW州

だけでみると314万トン（同56.6%減）と2

年連続で大幅な減少が見込まれている（表1）。

地　域 16/17年度 17/18年度 18/19年度 前年度比
（増減率）

WA州 1,773.7 1,461.9 1,626.7 11.3％

SA州 1,066.1 694.5 522.6 ▲24.8％

VIC州 951.3 765.2 374.4 ▲51.1％

NSW州 1,551.0 722.8 313.7 ▲56.6％

QLD州 315.9 146.3 80.2 ▲45.2％

合計 5,667.8 3,796.3 2,926.8 ▲22.9％

表１　地域別冬作物の生産量見通し

資料：ABARES「Australian Crop Report December 2018」
注１：年度は７月～翌６月。
　２：合計にはその他の地域を含む。
　３：2017/18年度は概算値。2018/19年度は予測値。
　４：  冬作物には、小麦と大麦の他、カノーラ、ヒヨコマメ、ソラマメ、エンドウマメ、

レンズマメ、リンシード（亜麻仁）、ルーピン、ベニバナ、ライ麦、えん麦が含
まれる。

図５　肉用牛飼養頭数の推移
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このため、小麦および大麦の取引価格は大

幅に上昇しており、QLD州のダーリング・

ダウンズ地域における小麦および大麦の取引

価格をみると、2017年1月以降、右肩上が

りで上昇している（図6）。

2018年で最も高値を記録した10月時点

では、小麦が1トン当たり461豪ドル（3万

7341円）、大麦が同440豪ドル（3万5640

円）と、2017年1月時点と比較して2倍以

上上昇した。さらに、干ばつにより牧草の生

育が悪いことから、乾草の取引価格も2倍近

く上昇している地域もあり、飼料費の大幅な

上昇が、生産者の収益性を圧迫している。

そのほか、牧草の生育にかんがいを利用す

る生産者にとっては、かんがい用水の取得価

格も経営に大きな影響を及ぼすが、雨不足に

よりダムの貯水率が減少したため、同価格も

大幅に上昇している。

図６　ダーリング・ダウンズにおける小麦および大麦の取引価格の推移

100

150

200

250

300

350

400

450

500

（豪ドル／トン）

（年.月）

小麦 大麦

4 10

資料：MLA

干ばつは、肉牛の取引価格にも大きく影響

を及ぼしている。肉牛取引価格の指標の一つ

である東部地区若齢牛指標価格（EYCI）の

推移をみると、2014/15年度にQLD州を中

心に発生した干ばつにより牛飼養頭数が減少

したことで、2016年8月には、過去最高と

なる1キログラム当たり726豪セント（588

円）を記録した（図7）。しかし、その後は、

牛飼養頭数の増加に伴い下落傾向で推移し、

2018年は、さらに1月以降の干ばつにより

肥育もと牛の導入意欲が低下したことから、

引き続き下落傾向で推移したことで、8月に

は、2015年4月以来、40カ月ぶりに同450

豪セント（365円）を下回った。10月およ

び11月にまとまった降雨があったことで、

同価格は一時同550豪セント（446円）近

くまで上昇したが、12月以降は降雨に恵ま

れなかったことから再び下落し、2019年1

月は、同500豪（405円）セントを下回った。
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（3）干ばつで被害を受けた生産者への
支援

豪州では、政府による生産者への生産振興

や経営安定化のための直接的な支援策は少な

いが、干ばつは自然災害であるとともに、豪

州の生産者の経営を大きく左右することか

ら、連邦政府や州政府は、干ばつによる被害

を受けた生産者に対してさまざまな支援策を

講じている。

連邦政府は、すでに2013年から、干ばつ

に備えるための対策として複数年度分の予算

で総額13億豪ドル（1053億円）の支援策

を実施しているが、深刻化する干ばつを受け、

2018年8月、干ばつで収入が途絶えた農家

向けの家計支出への補助額の増額や低利子融

資枠の増額などの追加対策を発表し、2013

年から実施している複数年度分の予算を含め

ると総額18億豪ドル（1458億円）の干ば

つ支援策となった。さらに、スコット・モリ

ソン首相は、2018年10月、今後発生する

干ばつに農畜産業が備えるため、2028年ま

でに合計50億豪ドル（4050億円）の「未

来かんばつ基金（Future Drought Fund）」

を設立すると発表した。関連法案が可決され

た後、初めに39億豪ドル（3159億円）が

拠出され、2028年までに総額で50億豪ド

ル（4050億円）が拠出される。基金の具体

的な使途は明らかになっていないものの、地

域行政サービス、研究、持続可能な農畜産業

のための技術や施設の導入などに使われると

している。

また、NSW州政府は、2015年から2020

年における干ばつに備えるための対策として

3億豪ドル（243億円）の事業を実施してい

たが、2018年7月、緊急干ばつ対策として、

飼料や家畜などの輸送経費の補助、行政サー

ビス手数料の納付期限の延期、低利子融資枠

の増額など計5億豪ドル（405億円）の対策

を発表し、その他、カウンセリングサービス

の拡充などにより、以前から講じている3億

豪ドル（243億円）の対策などを含めて、総

額11億豪ドル（891億円）の干ばつ対策を

準備した。

図７　EYCI価格の推移
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牛価格とも相関関係にある。
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干ばつ対策の内容については、連邦政府と

州政府および準州は、共同で干ばつ対策実施

方針に関する合意書を作成しており、干ばつ

対策におけるそれぞれの役割を明確化してい

る（図８）。

提供元 支援策 主な内容

連
邦
政
府

生産者家計手当
（干ばつに限らず、経営的に厳しい生
産者を対象としている）

最大4年間、対象者ごとに支給額の異なる基本手当（ニュースタート手当における独身
者であれば、2週間ごとに最大550.2豪ドルなど）に加え、生産者の家賃、通信費、薬
代への補助や、技術向上のための研修などへの補助を受けられる。また、2018/19年
度は、独身者については最大7200豪ドル、二人以上の世帯については最大1万2000豪
ドルが追加で支給される。

早期減価償却
水の貯蔵施設の取得に要した費用の減価償却期間を、3年から1年、サイロなどの飼料
貯蔵施設は最大50年から3年（2018年8月以降導入のものは、さらに1年に短縮予定）、
フェンスは最大30年から1年に短縮。

農場経営準備金
収入が多い年に、最大80万豪ドルを準備金として無税で積み立て、干ばつなどの被害
から経営を再建する際に引き出して使うことができる。

干ばつ対策ローン
生産者が干ばつを乗り越えるためおよび干ばつの影響から回復するために、1経営当た
り最大200万豪ドルを低利子で貸し付ける。

Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
政
府

干ばつ時輸送経費補助
水や飼料の輸送に係る経費を、年間2万豪ドル（最大18カ月分で3万豪ドル）まで補
助。輸送経費の半分を補助。ただし、1キロメートル当たり5豪ドル、一つの輸送は最
大1500キロメートルまで。

アニマルウェルフェア輸送経費補助
干ばつにより飼料がないなど、アニマルウェルフェア上問題が発生している生産者が家
畜を輸送する際に要する経費の半分を、年間最大2万豪ドルまで補助。

寄付飼料の輸送経費補助
干ばつの影響を受けている農場に飼料を寄付する場合、輸送に要する経費を全額補助。
ただし、1キロメートル当たり5豪ドル、一つの輸送は最大1500キロメートルまで。

農場イノベーション資金
生産性や農地の持続性向上のため、施設を新たに導入する生産者に対し、最大25万豪
ドルを低利子で融資する。

干ばつ支援資金
家畜、飼料および水の輸送や、遺伝資源の保存、飼料や水の貯蔵施設の導入などのため、
最大5万豪ドルを無利子で貸し付け。開始後2年間は、返済不要。

表２　干ばつで被害を受けたNSW州の生産者が受けられる主な支援策

資料：豪州農業・水資源省（DAWR）、NSW州政府

図８　干ばつ対策における連邦政府と州政府の役割

・連邦政府プログラムの実施支援

・農場訓練プログラムの実施

・州政府・準州プログラムの実施（連

邦政府と協議）

・資金提供

・時限的な生産者家計支援資金の

提供

・継続的に利用可能な生産者の税

金減免措置の提供

・連邦政府プログラムの実施（州政

連邦政府
州政府および
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府および準州政府と協議）

資料：NSW州政府

干ばつが最も深刻なNSW州の生産者を例

に挙げると、干ばつによる被害を受けた生産

者は、表2のように、連邦政府とNSW州政

府がそれぞれ提供するさまざまな支援策を受

けることができる。連邦政府が提供する干ば

つ対策は、合意書に基づき、低利子融資や税

金の減免措置などが中心となっている。

NSW州政府の提供する干ばつ対策では、州

独自の無利子および低利子融資に加え、飼料

や家畜の輸送経費の補助など、より具体的な
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支援策となっている。また、表2で記載して

いるもののほか、地域の行政サービス手数料

の納付期限の延長、カウンセリングサービス

の無償提供などの支援策も講じられている。

支援策の内容は、総じて、生産者が自身で干

ばつによる厳しい経営環境を乗り切ることを

前提とした支援策となっている。

３　穀物肥育牛肉の生産・輸出動向

（1）豪州のフィードロット業界の概要

豪州の牛肉生産では、広大な国土を活用し

た放牧による生産が重要な役割を占めている

が、干ばつがたびたび発生し、牧草の生育が

安定しない同国において、フィードロットを

活用した穀物肥育も重要な役割を果たしてい

る。2017年は、と畜頭数全体の4割を穀物

肥育牛が占めた。

豪州フィードロット協会（以下「ALFA」

という）によると、豪州には、400戸のフ

ィードロットが存在している。フィードロッ

トと聞くと、多くの人は企業経営の大規模な

ものをイメージするかもしれないが、豪州で

は、戸数ベースで96%は家族経営が占めて

いる。また、飼養頭数が500頭未満のフィ

ードロットが戸数ベースで42.3%を占めて

いる（図9）。その一方で、全飼養頭数の8割

を上位20%のフィードロットが占めており、

非常に大規模なフィードロットも存在してい

る。

また、穀物肥育牛飼養頭数を州別に見ると、

58%はQLD州、31%はNSW州、6%はVIC

州に位置しており、東部3州で大部分を占め

る。

豪州では、穀物肥育（グレインフェッド）

牛肉の認証を受けるためには、全国肥育場認

定制度（National Feedlot Accreditation 

Scheme、以下「NFAS」という）により認

定されたフィードロットにおいて肥育され、

枝肉の格付けにおいて特定の基準を満たす必

要がある（表3）。

NFASは、穀物肥育牛の品質保証制度であ

り、フィードロットで生産される穀物肥育牛

としての品質の統一、安全性の確保、インテ

グレーションの確保、フィードロットが果た

すべき社会的責任を明確化することなどを目

的に、大きく分けて五つの観点から、フィー

ドロットの認定基準を定めている（表4）。

NFASの管理およびフィードロットの監査

はオズ・ミート（AUS － MEAT）が実施し

ている。オズ・ミートは、豪州食肉業界にお

けるさまざまな認証プログラムの開発、維持、

見直しを行っている非営利団体であり、食肉

処理場における肉質評価において、穀物肥育

図９　フィードロットの飼養頭数規模別割合

42.3%

18.9%

32.2%

6.6%

500頭未満

500～999頭

1000～9999頭

1万頭以上

４００戸のフィードロット

９６％が家族経営

資料：ALFA
　注：戸数ベース。
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区分
穀物肥育

日数
月齢

（歯の生え方の状態）
P8サイト
脂肪厚注 肉色 脂肪色 飼料

グレインフェッド
（GF）

100日

永久門歯6本以下（枝
肉の胸椎骨化が部分
的にしか見られない
場合を除く）

7ミ リ メ ー
トル以上

1A，1B， 
1C〜3

0〜3

肉牛は認定フィードロットで最低100日肥育し、そ
のうち80日以上は穀物を主とする栄養的にバランス
のとれた高エネルギー飼料を与えなければならない。
飼料の乾燥重量1キログラム当たりの平均代謝エネ
ルギーが10メガジュール以上でなければならない。

グレインフェッド
若齢牛

（GFYG）

70日
（雌は60日）

永久門歯0-2本
5ミ リ メ ー
トル以上

1A, 1B, 
1C〜3

0〜3

肉牛は認定フィードロットで最低70日（雌は60日）
肥育し、そのうち50日以上は穀物を主とする栄養
的にバランスのとれた高エネルギー飼料を与えなけ
ればならない。飼料の乾燥重量1キログラム当たり
の平均代謝エネルギーが10メガジュール以上でな
ければならない。

グレインフェッド・
フィニッシュド

（GFF）
※2018年9月よ
り新しく導入

35日
（去勢牛お
よび雌牛）

生産および食肉加工段階でミート・スタンダード・
オーストラリア（MSA）の格付け基準すべてに適合
すること

肉牛は認定フィードロットで最低35日以上肥育し、そ
のうち最低28日以上は穀物を主とする栄養的にバラ
ンスのとれた高エネルギー飼料を与えなければならな
い。飼料の乾燥重量1キログラム当たりの平均代謝エ
ネルギーが10メガジュール以上でなければならない。

表３　穀物肥育牛肉の認定基準

資料：オズ・ミート
注１：1メガジュールは、約2390キロカロリーに相当。
　２：豪州では、永久門歯（切歯と犬歯、いわゆる「前歯」）の数と月齢により、牛肉を区分（例：YEARLING、YOUNGなど）している。
　３：「P8」とは、オズ・ミートにより決められた脂肪厚を測定する部位。
　４：肉色、脂肪色は、オズ・ミートによる基準に基づく区分。

品質管理
スタッフの訓練
内部監査および不適合項目の修正
記録
データの管理
化学薬品の管理
製品要件の見直し
不適合製品の報告
リスク評価と緊急対応
測定器の管理

食品安全管理
施設におけるリスク評価
安全性確保のための家畜の取扱い
飼料の管理
家畜輸送の準備
家畜の取引と移動

家畜の管理
家畜の個体識別
品質保持のための家畜の取扱い
家畜の輸送
アニマルウェルフェア
猛暑時の対策
バイオセキュリティー
事故の報告

環境保全
環境保全のための必要条件
排水管理
地下水への影響防止
近隣住民への影響
生態系への影響
環境に関する事故の報告

製品の整合性
証拠書類
給与飼料

表４　NFASにおけるフィードロットの認定基準項目

資料：オズ・ミート「National Feedlot Accreditation Scheme Standards」
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牛肉の認証を受けるための基準の設定も行っ

ている。

NFASは、業界団体の任意参加のプログラ

ムであるものの、「1982年輸出管理法」お

よび「2005年輸出管理規則（食肉および食

肉製品）」に基づき、穀物肥育牛肉とラベル

に表記するためには、表3の基準を満たす必

要がある。このことから、穀物肥育牛肉とし

て輸出するためには、NFASによる認定フィ

ードロットでの肥育が必要となる。

豪州では、販売促進、研究開発、家畜衛生

や残留物検査のための財源として、肉牛取引

時に、1頭当たり5豪ドルの課徴金を徴収し

ており、販売促進・研究開発を実施する

MLAや家畜衛生、残留物検査を実施する団

体の活動資金に充てられている。肉牛取引に

係る課徴金は、徴収根拠となっている「1999

年第一次産業（物品税）課徴金法」において、

「穀物肥育牛」に関して簡単ではあるものの

定義されており、課徴金の徴収・管理は区分

されている。このように、豪州の肉牛業界で

は、穀物肥育牛は法令上、明確に区分して管

理されている。

グレインフェッド（GF）は主に輸出向け

の基準であり、グレインフェッド若齢牛

（GFYG）は主に豪州国内向けの基準となっ

ている。

なお、2018年8月以前は、グレインフェ

ッドとグレインフェッド若齢牛の二つの基準

だけであったが、2018年9月から新たにグ

レインフェッド・フィニッシュド（GFF）

の基準が追加された。この理由は、ALFAに

よ る と、2014～2015年 に 実 施 さ れ た

NFASの再評価と、2016年に完了したオズ・

ミート牛肉表示用語の再評価の結果におい

て、当時の「穀物肥育牛」の最低基準の見直

しに着手するべきであると結論付けられたた

めとしている。また、その背景としては、豪

州の牛肉業界団体により開発された牛肉の肉

質評価プログラムであるミート・スタンダー

ド・オーストラリア（MSA）（注） が確立され

たことで、肥育日数だけでなく、さまざまな

基準から牛肉の食味を予想することが可能と

なったため、「穀物肥育牛肉」の品質を維持

しつつも、その定義に柔軟性を持たせること

で、生産者や顧客の選択の幅を広げることが

可能となるためとしている。ただし、あくま

でGFFを採用するかは任意であり、商業ベ

ースで顧客の需要に応じて採用することが可

能な規格であるとしている。

（注）　  MSAは、予測される牛肉の食味と、そのカットに合った

調理方法に関する格付け情報である。詳細は、畜産の情報 

2012年10月号「牛肉の付加価値を高める豪州のMSA

プ ロ グ ラ ム（https://lin.alic.go.jp/alic/month/

domefore/2012/oct/wrepo02.htm）」を参照されたい。

（2）穀物肥育牛飼養頭数の動向

ALFAおよびMLAが四半期ごとに共同で

実施している全国フィードロット飼養頭数調

査によると、穀物肥育牛飼養頭数は、2009

年以降増加傾向にあり、2017年3月末時点

に初めて100万頭を突破し、2018年9月末

時点では112万6666頭と、過去最高の飼養

頭数を記録した（図10）。

ALFAおよびMLAによると、穀物肥育牛飼

養頭数の増加要因は、フィードロットでの肥

育による牛肉の安定供給への需要の増加であ

るとしている。

前述の通り、豪州の牛肉生産は、広大な国

土を活用した放牧が一般的となっているが、

天候が不安定なため、たびたび干ばつが発生

するなど、牧草の生育が年や季節によって一

定でないことから、牧草の生育状況に応じて、
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図10　フィードロット飼養頭数の推移

0

20

40

60

80

100

120

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

（万頭）

（年）

資料：ALFA、MLA
　注：各四半期末時点の頭数。

出荷頭数や牛の増体に大きな変動が生じ、年

間を通じた安定的な供給ができなくなる。ま

た、食肉処理場にとっても、放牧は天候によ

り処理頭数が大きく変動し、安定的な稼働や

顧客への供給に影響を及ぼす。一方、フィー

ドロットで肥育する場合は、安定的な牛の仕

入れが可能となり、施設を安定的に稼働でき

るメリットがある。

豪州の穀物肥育牛肉は、かつては大部分が

日本向けに仕向けられてきたが、ALFAによ

ると、近年は、穀物肥育牛肉生産量の58%

は国内向けに仕向けられている（図11）。

国内向け58%のうち43%は、スーパーマ

ーケット向けが占めているが、大手スーパー

マーケットでは、一定品質の牛肉を安定的に

仕入れる必要があることから、天候に関係な

く、年間を通じて安定的に同品質の牛を生産

できるフィードロットでの飼養は、小売業界

のニーズにも合ったものとなっている。特に、

近年は、ブランドを冠した牛肉が増加してお

り、そのようなブランド牛肉にとっては安定

的かつ同品質の牛肉を提供することは特に重

要となっていることから、穀物肥育牛肉への

需要増加を後押ししているとしている。

図11　穀物肥育牛肉の仕向け割合

43%

15%

20%

22% 国内

スーパーマーケット

国内

その他

日本

韓国、中国

ほか

国内向け

５８％

輸出向け

４２％

資料：聞き取りに基づき機構作成
　注：数量ベース。

コラム１　　規模拡大を図るフィードロット

　QLD州のブリスベンから西に300キロメートルほどのところにあるイングルウッド近郊の

フィードロットを訪問した。

　ALFAによると、豪州におけるフィードロットは、自社で所有する牛を肥育するフィードロッ



畜 産 の 情 報 　 2019. 3 105

トと、カスタムフィード（委託肥育）と呼ばれる、顧客が所有する牛を預かり、肥育することだ

けに特化したフィードロットの2種類があるという。今回訪問したフィードロットは、このうち

カスタムフィードに特化しており、調査時点では、1万5000頭の肉用牛を飼養していた。

　このフィードロットでは、7社の顧客に対してカスタムフィードを行っているが、いずれの顧

客からも需要が増加しており、2017年に飼養頭数を2万頭にするための施設拡張を図ったとの

ことである。

　飼養する牛は、豪州Wagyu、アンガスやヘレフォードなどの英国種、ブラーマンやブラーマ

ンクロスなどの熱帯種などさまざまであるが、豪州Wagyuが全体の半分以上を占めているとの

ことである。そのため、飼養頭数全体のうち肥育期間400日以上の牛が半分程度を占めており、

肥育期間100日以下のものが25%、肥育期間150〜200日のものが25%となっている。

　このフィードロットで肥育された牛から生産される牛肉の主な仕向け先は、中国、日本、韓国、

インドネシアなどであり、最近は、中国向けの需要が特に強いとしている。

　飼料は、小麦、大麦、グレインサイレージ、綿実、乾草、ビスケットミールなどを混ぜて給餌

している。小麦と大麦は、自前の施設で毎日圧ぺんを行っているとのことである。

　フィードロットの責任者によると、フィードロットでの肥育需要は強いものの、干ばつにより

繁殖雌牛の淘汰が進み、今後、肥育もと牛の供給が少なくなることや、それに伴い肥育もと牛価

格が上昇することで、収益性が圧迫されることから、飼養頭数は今後減少する懸念があるとして

いる。また、干ばつにより周辺の穀物価格が上昇しており、輸送費は高いものの、昨年の冬作物

が豊作で、安定している西オーストラリア州から穀物を購入しているとのことである。

コラム1－写真1　フィードロットで飼養され
ている様子（熱帯種）

コラム1－写真2　トラックに積んだフィーダ
ーで飼料を給与する様子
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コラム1－写真3　小麦、大麦を圧ぺんする施設

（3）穀物肥育牛肉の生産・輸出動向

穀物肥育牛と畜頭数は、穀物肥育牛飼養頭

数の増加に伴い長期的には増加傾向にある。

穀物肥育牛と畜頭数は、2015年の290万頭

が過去最高であるが、2017年も289万頭（前

年比9.9%増）と高水準となった（図12）。

2018年1 ～ 9月の穀物肥育牛と畜頭数は

214万頭（前年同期比2.1%減）と、穀物肥

育牛飼養頭数が過去最高を記録した一方、わ

ずかに減少している。これは、豪州Wagyuや

肉専用種の長期肥育など、肥育期間の長い牛

図12　穀物肥育牛および牧草肥育牛と畜頭数などの推移
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資料：ALFA／MLA、ABS
注１：子牛は含まない。
　２：牧草肥育牛のと畜頭数は、と畜頭数全体から穀物肥育牛と畜頭数を差し引いて算出。
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が増加していることや、干ばつにより繁殖農

家における放牧での増体が悪いことから、フ

ィードロット導入時の体重が通常よりも軽く

なっており、フィードロットでの肥育期間が

長期化していることが要因とみられる。これ

に伴い、2018年1～9月における穀物肥育牛

飼養頭数がと畜頭数全体に占める割合は36%

と、過去最高を記録した2017年の40%から

は減少したものの、過去最高の穀物肥育牛飼

養頭数を背景に比較的高い水準となっている。

生産量の増加に伴い穀物肥育牛肉の輸出量

も増加傾向にあり、2017年は、50カ国以

上に27万トン（前年比4.7%増）が輸出され

た（図13）。主な輸出先国は、日本、韓国お

よび中国であり、3カ国で穀物肥育牛肉輸出

量全体の85%を占める。また、日本は、穀

物肥育牛肉輸出量全体の5割以上を占める一

大輸出先国となっている。

なお、2018年1~9月の輸出量は、穀物肥

育牛のと畜頭数は減少しているものの、約

23万トン（前年同期比12.7%増）とかなり

増加している。日本（約12万トン、同8.4%

増）、韓国（約4万トン、同13.5%増）およ

び中国（約3万トン、同87.9%増）のいずれ

も増加しているが、特に中国向けが大幅に増

加している。

図13　穀物肥育牛肉輸出量の推移
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資料：MLA

コラム２　　豪州Wagyu生産の拡大が穀物肥育牛の増加を後押し

　豪州では、「和牛遺伝子の交配割合が50%以上のもの」をWagyuとしているが、豪州

Wagyu協会によると、2018年の豪州におけるWagyuの種付け頭数は、約37万頭と、

2014年の17万頭から約2倍に増加している。豪州Wagyu協会は、2022年には、Wagyu

の種付け頭数が76万頭まで増加すると見込んでいる。これに伴い、2017年の豪州Wagyu

のと畜頭数は約10万頭と、穀物肥育牛と畜頭数260万頭の約4%を占めた。2020年には、

豪州Wagyuのと畜頭数は約25万頭まで増加し、穀物肥育牛と畜頭数が320万頭程度まで増

加した場合、約8%を占めるとしている。

　豪州Wagyu飼養頭数の増加に加え、豪州Wagyuの肥育期間は、一般的な肉用牛の肥育期

間よりも大幅に長いため、フィードロットでの飼養期間が長いことも、穀物肥育牛飼養頭数
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の増加を後押ししているとみられる。

　豪州Wagyu飼養頭数の増加により、豪州国内では、豪州Wagyuに対する関心が高まって

いる。豪州Wagyu生産者の約4割を抱えているNSW州では、一次産業省（Department of 

Primary Industries、以下「DPI」という）主導で、豪州Wagyuの輸出力強化を目的に、

主要な輸出先国のニーズを生産者が理解するための輸出力強化プログラムを実施した。DPI

によると、今後見込まれる豪州Wagyuの生産増加に伴い、輸出先国の消費者のニーズなど

を豪州Wagyu生産者自身が理解し、それぞれの生産に取り入れていくことが重要であるた

め、このプログラムを実施したとのことである。輸出力強化プログラムの内容は、事前研修、

現地調査、フォローアップ研修の三つに分かれており、現地調査では、豪州Wagyuの生産

者が中国の上海と台湾の台北に赴き、豪州Wagyuの輸入業者へのヒアリングや市場調査を

実施した。このプログラムの実施により、業界団体や参加した生産者からは、豪州Wagyu

への需要があることを確信しただけでなく、課題や改善点などさまざまな点について理解で

きたと評価されたとのことである。また、NSW州政府は、地域の雇用拡大を目的に、2017

年から2018年にかけて、豪州Wagyu生産者の一つに330万豪ドル（2億6730万円）の投

資を行うなど、豪州国内で豪州Wagyuへの関心が高まっている。

コラム2－写真　豪州Wagyu生産農家における放牧の様子

４　牛肉の輸出環境

（1）貿易協定の締結状況

豪州は、2019年1月時点で、世界貿易機

関（WTO）の協定以外で個別に、19カ国と

11の貿易協定を締結している（表5）。米国

およびチリとの自由貿易協定を除き、すべて

がアジア圏の国との協定となっている。

（2）TPP11協定参加国に対する牛肉の
関税率など

豪州は、TPP11協定の発効により、これ

まで個別に貿易協定を締結していなかったカ

ナダ、メキシコおよびペルーに対して、新た

なマーケットアクセスを獲得することとな

る。また、最大の牛肉輸出先国である日本と
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1　発効済みの貿易協定

名称 発効年 備考

豪州・NZ経済関係緊密化協定 1983年 ─

豪州・シンガポール自由貿易協定（SAFTA） 2003年 ─

豪州・米国自由貿易協定（AUSFTA） 2005年 ─

豪州・タイ自由貿易協定（TAFTA） 2005年 ─

豪州・チリ自由貿易協定（ACI-FTA） 2009年 ─

ASEAN・豪州・NZ自由貿易協定（AANZFTA） 2010年
参加国:豪州、NZ、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、
ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポー
ル、タイ、ベトナム

豪州・マレーシア自由貿易協定（MAFTA） 2013年 ─

豪州・韓国自由貿易協定（KAFTA） 2014年 ─

日本・豪州経済連携協定（JAEPA） 2015年 ─

豪州・中国自由貿易協定（ChAFTA） 2015年 ─

TPP11協定（CPTPP） 2018年
参加国:日本、豪州、NZ、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、
メキシコ、ペルー、シンガポール、ベトナム

2　未発効（合意済み）

名称 年 備考

太平洋経済緊密化協定（PACER　Plus） 2017年合意
参加国:豪州、NZおよび八つの太平洋諸島諸国（クック諸島、
キリバス共和国、ナウル共和国、ニウエ、サモア独立国、ソ
ロモン諸島、トンガ王国、ツバル）

豪州・インドネシア包括的経済連携協定（IA-CEPA） 2018年合意 ─

豪州・ペルー自由貿易協定 2018年合意 ─

豪州・香港自由貿易協定 2018年合意 ─

3　現在交渉中

名称 備考

豪州・EU自由貿易協定 ─

豪州・湾岸協力理事会（Gulf Cooperation Council
（GCC））自由貿易協定

参加国:豪州、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、クウェート、オマー
ン、バーレーン

豪州・インド包括的経済協力協定 ─

環境物品に関する協定 ─

豪州・太平洋同盟自由貿易協定 参加国:豪州、コロンビア、チリ、ペルー、メキシコ

東アジア地域包括的経済連携協定（RCEP）
参加国:日本、NZ、中国、インド、韓国、豪州およびASEAN諸国（ブルネイ、
カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、
シンガポール、タイ、ベトナム）

サービス貿易に関する協定（TiSA） 参加国:WTO加盟23カ国（EUは28カ国で1カ国としてカウント）

表５　豪州の貿易協定の締結状況

資料：豪州外務貿易省（DFAT）
　注：2019年1月時点。

は、日本・豪州経済連携協定（以下「日豪

EPA」という）以上に関税率が削減される。

ブルネイ、チリ、マレーシア、ニュージーラ

ンド（NZ）、シンガポールおよびベトナム向

けに輸出される牛肉に係る関税は、すでに締

結済みの貿易協定により無税となっている。

TPP11協定に基づく、日本、カナダ、メキ

シコおよびペルーに対する牛肉輸出に係る関

税率および関税枠などは次の通り。

ア　日本

日本は、豪州にとって牛肉およびタンやハ

ラミなど牛内臓肉の最大の輸出先である。

TPP11協定が2018年12月30日に発効し

た た め、2018年12月30日 ～2019年3月

31日間の日本向け牛肉輸出に係る関税率は、

冷蔵牛肉は27.5%と日豪EPAに比べてわず

かに低いが、冷凍牛肉は、日豪EPAに基づ

く関税が26.9%と、TPP11協定に基づく関
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税率よりも低いため、日豪EPAに基づく関

税率が適用される（表6）。

また、タンやハラミなどの牛内臓肉につい

ては、初年度から日豪EPAより低い関税率

となることに加え、タンは11年目、ハラミ

などの牛内臓肉は13年目に撤廃される。

日豪EPA TPP11協定

品目・関
税コード

冷蔵0201 冷凍0202
品目・関
税コード

冷蔵0201、冷凍0202

関税率
SG発動

基準（単位:
トン、注2）

関税率
SG発動

基準（単位:
トン、注2）

関税率
SG発動

基準（単位:
トン、注3）

SG発動時
税率（注3）

2018.4 29.3% 136,700 26.9% 201,700 2018.12 27.5% 147,500 38.5%
2019.4 28.8% 138,300 26.7% 203,300 2019.4 26.6% 601,800 38.5%
2020.4 28.2% 140,000 26.4% 205,000 2020.4 25.8% 613,600 38.5%
2021.4 27.6% 141,700 26.1% 206,700 2021.4 25.0% 625,400 30.0%
2022.4 27.0% 143,300 25.8% 208,300 2022.4 24.1% 637,200 30.0%
2023.4 26.4% 145,000 25.6% 210,000 2023.4 23.3% 649,000 30.0%
2024.4 25.8%

（注2）

25.3%

（注2）

2024.4 22.5% 660,800 30.0%
2025.4 25.3% 25.0% 2025.4 21.6% 672,600 30.0%
2026.4 24.7% 24.1% 2026.4 20.8% 684,400 30.0%
2027.4 24.1% 23.2% 2027.4 20.0% 696,200 30.0%
2028.4 23.5% 22.3% 2028.4 18.1% 702,100 20.0%
2029.4

以下同じ

21.3% 2029.4 16.3% 708,000 20.0%
2030.4 20.4% 2030.4 14.5% 713,900 20.0%
2031.4 19.5% 2031.4 12.6% 719,800 20.0%
2032.4

以下同じ

2032.4 10.8% 725,700 18.0%

2033.4 2033.4以降 9.0%
前 年 度SG
発 動 基 準
+11,800トン

前年度税率よ
り1%ず つ 削
減。

表６　TPP11協定発効後の日本向けの牛肉輸出に係る関税率・関税枠

資料：農林水産省「TPPにおける重要5品目等の交渉結果」、DFAT
注１：セーフガード（SG）発動時は、MNF税率（38.5%）が適用される。
　２：両国間の見直しの交渉で合意が得られない限り、10年目の発動基準が適用される。
　３：2032年4月以降は、SGが発動されれば、次の年はSG発動時税率を削減しない。4年間SGの発動がなければ終了。

イ　カナダ

豪州は、カナダとは個別に貿易協定を結ん

でいないものの、WTO協定に基づき、カナ

ダに対して3万5000トン分の無税枠をもっ

ており、同国向けの2017年の牛肉輸出量は

約2万トンと、数量ベースで8番目の輸出先

国となっている。同国向けに輸出される牛肉

は、 多 く が 冷 凍 の 加 工 向 け 牛 肉 で あ る。

TPP11協定が発効した場合、無税枠外の牛

肉に係る関税率26.5%は11年目に撤廃され

る（表7）。

ウ　メキシコ

豪州は、メキシコとは個別に貿易協定を結

んでいない。同国向けの2017年の牛肉輸出

量は1000トン程度と少ないが、メキシコは

牛内臓肉を食べる文化があることから、同国

向けの牛内臓肉の輸出は多く、2017年は、

金額ベースでは約300万米ドル（3億3000

品目・関税率
冷蔵0201、冷凍0202

関税率（関税割当外の二次税率）

発効前 26.5%

2018年12月30、31日 24.0%

2019年 21.6%

2020年 19.2%

2021年 16.8%

2022年 14.4%

2023年 12.0%

2024年 9.6%

2025年 7.2%

2026年 4.8%

2027年 2.4%

2028年 撤廃

表７　  TPP11協定発効後のカナダ向けの牛肉
輸出に係る関税率

資料：DFAT
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万円：1米ドル＝ 110円）の牛内臓肉が輸出

され、15番目の輸出先国となっている。

TPP11協定の発効により、牛肉に係る関税

は10年目で撤廃され、牛内臓肉に係る関税

は、冷凍のハラミおよびインサイドスカート

を除き、即時撤廃される（表8）。なお、冷

凍のハラミおよびインサイドスカートに係る

関税は15年目で撤廃される。

米国農務省によると、メキシコは、年間

186万トンと多くの牛肉を消費しており、そ

の大部分を自国の生産で賄っている一方、年

間20万トン程度の牛肉を輸出、年間13万ト

ン程度の牛肉を輸入している。メキシコ政府

は、国内の上昇する牛肉小売価格を抑えるこ

とおよび牛肉輸入先国の多様化を図るため、

2017年から2019年までの時限的に、牛肉

輸入について年間20万トンの無税枠を設け

ている（北米自由貿易協定により、すでにメ

キシコ向けの牛肉輸出が無税となっている米

国およびカナダは対象外）。輸入先国の多様

化を模索するメキシコにとって、TPP11協

定で関税が削減される豪州はその選択肢の一

つになるとみられ、豪州から同国向けの牛肉

輸出の拡大が期待されている。

エ　ペルー

豪州は、ペルーとは個別に貿易協定を結ん

でいないが、2018年2月に、2国間の自由

貿易協定の締結に関する署名を行っている。

TPP11協定では、牛肉に係る関税が撤廃さ

れるには11年かかるが、2国間の自由貿易

協定は未発効であるものの、5年目で関税撤

廃されることから、牛肉に係る関税について

は、2国間の自由貿易協定の方が有利な内容

となっている。ただし、2017年の同国向け

牛肉輸出の実績は、4トンと非常に少ない。

（3）TPP11協定の評価

豪州政府は、TPP11協定参加国に対する

農畜産物輸出額は年間120億豪ドル（9720

億円）にのぼり、豪州全体の農畜産物輸出額

の23%程度に相当するとしている。TPP11

協定発効により、55億豪ドル（4455億円）

以上に相当する課税対象の農畜産品輸出に関

して、有利な輸出条件を獲得することができ、

中でも輸出金額全体に占める割合が大きい牛

肉について、最大の輸出先である日本向けで、

日豪EPA以上の関税削減を獲得できたこと

が大きな成果であるとしている。また、日本

向け牛内臓肉輸出に係る関税撤廃、カナダ向

け牛肉輸出に係る関税撤廃、メキシコ向け牛

肉および牛内臓肉輸出に係る関税撤廃が大き

な成果だとしている。

また、業界団体も、総じてTPP11協定の

発効を歓迎しており、最大の牛肉輸出先であ

る日本における関税削減やカナダ、メキシコ

など新たな国へのマーケットアクセス条件を

獲得したことの重要性を強調している。

今回の現地調査において、TPP11協定に

関して聞かれた意見の多くは、政府や業界団

体の意見と同様であったが、その一方で、日

品目・関税率
冷蔵0201 冷凍0202

関税率 関税率

発効前 20.0% 25.0%

2018年12月30、31日 18.0% 22.5%

2019年 16.0% 20.0%

2020年 14.0% 17.5%

2021年 12.0% 15.0%

2022年 10.0% 12.5%

2023年 8.0% 10.0%

2024年 6.0% 7.5%

2025年 4.0% 5.0%

2026年 2.0% 2.5%

2027年 撤廃 撤廃

表８　  TPP11協定発効後のメキシコ向けの牛
肉輸出に係る関税率

資料：DFAT
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本と米国との貿易交渉の行方がどうなるかに

最も関心を置いているといった意見が多く聞

かれた。日本市場において最大の競合国は米

国であることから、どれだけ米国に対して有

利な条件を獲得できるかが、豪州産牛肉の輸

出に与える影響が大きいとみられている。牛

肉の主要な輸出国であるカナダやNZが、日

本市場において、関税面で豪州と同じ条件に

なることにより、それらの国からの輸入が増

加するのではといった懸念も聞かれたもの

の、現時点の日本におけるシェアは少なく、

豪州産牛肉のサプライチェーンが構築されて

いることから、豪州産牛肉の脅威となるほど

両国からの日本向けの牛肉輸出が大幅に増加

するとはみられていなかった。

［参考］　  スコット・モリソン首相の声明：海外情報「TPP11、

12月30日発効」https://www.alic.go.jp/chosa-c/

joho01_002324.html

コラム３　　日本産和牛の豪州向け輸出再開

　2018年5月、オーストラリア政府当局との間で、日本産生鮮牛肉の輸出条件が締結された。

これに伴い、17年ぶりに日本から豪州への牛肉輸出が可能となった。

　今回の調査において、シドニー近郊で日本産和牛の販売に尽力するOSAWA ENTERPRISEを

訪問した。

　同社は、食肉の卸売業を営んでおり、牛肉や豚肉を正肉で仕入れ、スライスおよびパッキング

して精肉の状態で外食店や小売店に販売している。調査時点では、日本産和牛の月間取扱数量は

400キログラム程度と、メインの販売商材である豪州産Wagyuの月間取扱量25トン程度と比較

すると、輸入開始されてから間もないこともあり、まだ多くはない。しかし、同社では、神戸ビー

フなどの有名ブランド牛肉の輸入を計画しており、今後の取扱量の増加が見込まれる。

　主な販売先は、焼肉店をはじめとするレストランであり、中でも中国人が経営する店からの需

要が強いとのことである。中国本土と同様、豪州の中国人の間でも火鍋（現地ではホットポット

と呼ばれる）が人気となっており、火鍋向けの日本産和牛のスライスの売れ行きが好調だという。

　しかし、日本産和牛の販売価格は、豪州産Wagyuの3〜5倍、通常の豪州産牛肉の5〜6倍であ

り、価格の高さが販売上の課題となっている。また、日本産和牛になじみがないこともあり、顧

客からの評価は、脂が多すぎるという意見が多く、なかなかリピーターがつかないのが現状であ

るとしている。その他、検疫に時間がかかり、手元に届いた時点での賞味期限が短く、販売しに

くいといった課題もあるとのことである。

　日本産和牛への理解がないことから、顧客から通常の豪州産牛肉に比べてロースが大きすぎる

といったクレームもあり、同社の代表取締役である大沢氏は、日本産和牛販売拡大のためには、

豪州の人に日本産和牛の違いを理解してもらうことが重要であるとしている（コラム3－写真2）。

そのため、主婦に家庭での和牛の調理方法の紹介をしてもらうなど、和牛に適した食べ方を浸透

させていく必要があるとしている。また、大沢氏は、少しでも和牛を理解してもらうために、積

極的にマスコミやSNSなどを活用したり、牛肉の見極め方やカット方法などをレクチャーする動

画を自身で撮影し、インターネットに掲載するなど、日本産和牛の普及に尽力している。
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コラム3－写真1　豪州で販売されている鹿児
島県産和牛

コラム3－写真2　日本産和牛のサーロイン
（下）と豪州産Wagyuのサ
ーロイン（上）の比較

５　今後の見通し

豪州農業資源経済科学局（以下「ABARES」

という）によると、2018/19年度の牛と畜

頭数は、干ばつにより雌牛を中心に淘汰が増

加していることから、841万5000頭（前年

度比6.3%増）とかなり増加すると見込んで

いる（表9）。

牛肉生産量は、比較的重量の軽い雌牛のと

畜増に伴い1頭当たり枝肉重量の低下が見込

まれることから、と畜頭数の増加分を一定程

度 相 殺 し、231万7000ト ン（ 同3.5%増 ）

とわずかな増加を見込んでいる。

と畜頭数が増加していることから、2019

年6月 の 牛 飼 養 頭 数（ 乳 牛 を 含 む ） は、

2550万頭（前年比1.2%減）と、2000年

以降2番目に少ない頭数まで減少すると見込

んでいる。

牛肉輸出量は、牛肉生産量の増加に伴い、

117万5000トン（前年度比4.6%増）と増

加を見込んでおり、特に、中国向けが増加す

ると見込んでいる。

2019/20年度以降は、天候次第ではある

ものの、干ばつから回復した場合は、牛群拡

大に向けて雌牛を中心に保留が進むことで、

と畜頭数および牛肉生産量は減少していくも

のとみられる。また、牛群再構築に伴い牛飼

養頭数は徐々に増加していくが、干ばつ発生

前の水準に回復するまでには時間を要するも

のとみられる。

また、2018年に過去最高の飼養頭数を記

録した穀物肥育牛は、高い飼料価格、肥育も

と牛価格の上昇、肥育もと牛の減少などによ

り増加は見込まれない。
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表９　牛肉需給の見通し

2016/17年度 2017/18年度
（概算値）

2018/19年度
（予測値）

前年度比
（増減率）

牛総飼養頭数 （百万頭） 26.2 25.8 25.5 ▲1.2%

うち肉用牛飼養頭数（百万頭） 23.6 23.2 23.0 ▲0.9%

牛と畜頭数 （千頭） 7,423 7,913 8,415 6.3%

牛肉生産量 （千トン） 2,069 2,238 2,317 3.5%

牛肉輸出量 （千トン） 991 1,123 1,175 4.6%

うち日本向け （千トン） 274 309 314 1.6%

　　米国向け （千トン） 204 235 225 ▲4.3%

　　中国向け （千トン） 104 140 172 22.9%

　　韓国向け （千トン） 179 169 171 1.2%

生体牛輸出頭数 （千頭） 817 885 925 4.5%

肉牛取引価格 （豪セント/㎏） 535 452 435 ▲3.8%

資料：ABARES
注１：年度は7月～翌6月。
　２：牛総飼養頭数は６月末時点。乳牛を含む。
　３：生産量は枝肉重量ベース。輸出量は船積重量ベース。
　４：生体牛輸出頭数は肥育もと牛およびと場直行牛。水牛を含む。

６　おわりに

今回の調査で、豪州の牛肉生産は、度重な

る干ばつなどの経験を経て、フィードロット

が干ばつの影響を緩和するリスクヘッジ機能

として重要性を増していることが確認でき

た。また、日本向けが大部分を占めていた穀

物肥育牛肉は、豪州国内の小売業者からの需

要の増加や、韓国、中国など、日本以外の国

からの需要の増加に伴い、フィードロット飼

養頭数が増加しているとともに、仕向け先や

肥育日数などを多様化させている様子が確認

できた。

現在、豪州の牛肉生産量は、干ばつの影響

を受けてかなり増加して推移しているもの

の、今後、天候が回復した場合には減少に転

じるとみられる。それに伴い、日本向け輸出

量も、今後減少する可能性があるとみられる。

TPP11協定が発効したものの、短期的には

日豪EPAに基づく関税率と大きな違いがな

いことから、TPP11協定による関税率の削

減よりも、干ばつによる牛肉生産への影響が

どの程度続くのかが、日本向け輸出量に大き

く影響を及ぼすものとみられる。

また、日本と米国との貿易交渉の行方、

TPP11協定発効後のカナダおよびNZの日

本向け牛肉輸出の動向、日本以外の国からの

豪州産牛肉への需要の動向など、今後の日本

の豪州産牛肉輸入に大きく影響を及ぼし得る

要素はさまざまあり、日本国内の安定的な牛

肉供給を維持するためにも、それらの動向を

包括的に注視していく必要がある。


